
○　ケアハウス常盤台の１ヶ月の利用料は、以下の管理費、生活費及び事務費の３つを合わせた額としま

　 す。なお、事務費については入居者の収入に応じた料金となりますが、管理費及び生活費については

   入居者の収入に関係なく一律の料金です。

○　入居時に保証金として、１人の場合は３００,０００円、夫婦の場合は５００,０００円を納めていただきます

   が、退去時に居室内の清掃・修繕等で必要となる経費以外の額はお返しします。

対象収入による 管理費 生活費 事務費 月額利用料

階　層　区　分 （冬季加算）

1,500,000円以下 35,000 円 42,490 円 10,000 円 87,490 円

（ 5,800 円） （ 93,290 円）

１,５００,００１円 35,000 円 42,490 円 13,000 円 90,490 円

～１,６００,０００円 （ 5,800 円） （ 96,290 円）

１,６００,００１円 35,000 円 42,490 円 16,000 円 93,490 円

～１,７００,０００円 （ 5,800 円） （ 99,290 円）

１,７００,００１円 35,000 円 42,490 円 19,000 円 96,490 円

～１,８００,０００円 （ 5,800 円） （ 102,290 円）

１,８００,００１円 35,000 円 42,490 円 22,000 円 99,490 円

～１,９００,０００円 （ 5,800 円） （ 105,290 円）

１,９００,００１円 35,000 円 42,490 円 25,000 円 102,490 円

～２,０００,０００円 （ 5,800 円） （ 108,290 円）

２,０００,００１円 35,000 円 42,490 円 30,000 円 107,490 円

～２,１００,０００円 （ 5,800 円） （ 113,290 円）

２,１００,００１円 35,000 円 42,490 円 35,000 円 112,490 円

～２,２００,０００円 （ 5,800 円） （ 118,290 円）

２,２００,００１円 35,000 円 42,490 円 40,000 円 117,490 円

～２,３００,０００円 （ 5,800 円） （ 123,290 円）

２,３００,００１円 35,000 円 42,490 円 45,000 円 122,490 円

～２,４００,０００円 （ 5,800 円） （ 128,290 円）

２,４００,００１円 35,000 円 42,490 円 50,000 円 127,490 円

～２,５００,０００円 （ 5,800 円） （ 133,290 円）

２,５００,００１円 35,000 円 42,490 円 57,000 円 134,490 円

～２,６００,０００円 （ 5,800 円） （ 140,290 円）

２,６００,００１円 35,000 円 42,490 円 64,000 円 141,490 円

～２,７００,０００円 （ 5,800 円） （ 147,290 円）

２,７００,００１円 35,000 円 42,490 円 71,000 円 148,490 円

～２,８００,０００円 （ 5,800 円） （ 154,290 円）

２,８００,００１円 35,000 円 42,490 円 78,000 円 155,490 円

～２,９００,０００円 （ 5,800 円） （ 161,290 円）

２,９００,００１円 35,000 円 42,490 円 85,000 円 162,490 円

～３,０００,０００円 （ 5,800 円） （ 168,290 円）

３，０００，００１円 35,000 円 42,490 円 92,000 円 169,490 円

～３，１００，０００円 （ 5,800 円） （ 175,290 円）

３,１００,００1円以上 35,000 円 42,490 円 96,729 円 172,411 円～

（ 5,800 円） （ 178,211 円～）

(2025年4月現在) 

ケ ア ハ ウ ス 常 盤 台 の 利 用 料



注１　上表の管理費は、居室が１人用の場合で、２人用の場合は月額61,000円となります。また、生活費

    に遡って実施されますので、入居者の皆様からその間の差額を納めていただくことになります。

注５　電気、水道、電話料金は各自で別に納めていただきます。

注４　生活費及び事務費は、国の通知により年度ごとに改定されます。この場合、年度途中の改定は４月

    及び事務費についても、２人の場合は各人から納めていただきます。

注２　生活費欄及び月額利用料欄の（　）内は１１月から３月までの冬期加算（暖房料）したものです。

注３　対象収入とは、前年の収入から税金、医療費、社会保険料等を控除した収入を言います。


